
氷見市子育て世帯物価高対応重点支援給付金

低所得の子育て世帯の方へ 児童１人あたり５万円 を支給します。

（令和５年度住民税非課税世帯 または 住民税均等割のみ課税世帯）

氷見市では、長期化する物価高騰の影響を受けている低所得世帯（住民税非課税世帯または均等割
のみ課税世帯）を支援するため給付している「氷見市物価高対応重点支援給付金」のこども加算とし
て、当該世帯において扶養されている１８歳までの児童がいる世帯を対象に、児童１人あたり５万円
の給付金を支給します。

対象世帯

１．令和５年１２月１日（基準日）に氷見市に住民登録のある世帯
２．世帯全員の令和５年度住民税（令和4年1月～12月の収入を基に算定）の「均等割が非課税」または

「均等割のみが課税」である世帯
３．基準日に、対象となる児童を扶養している世帯
※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている親族等の「扶養」となっている世帯は対象外です。

住民税は「均等割」と「所得割」で
構成されています。

対象児童

平成１７年４月２日以降に生まれた児童（施設入所児童は対象外）
※対象世帯とは別の世帯だが扶養している児童、基準日以降に生まれた新生児も対象となります。
（申請が必要です）

給付額

児童１人あたり５万円

受給方法

●上記 対象世帯の世帯員全員が令和５年１月１日以前から氷見市にお住いの場合

対象者

上記 対象世帯の要件をすべて満たす世帯の世帯主

「確認書」の提出が必要です。

●上記 対象世帯で、令和５年１月２日以降に転入した世帯 または 転入した方がいる場合
●対象世帯とは別の世帯だが扶養している児童がいる場合
●基準日以降に生まれた新生児がいる場合

「申請書」の提出が必要です

・対象となる世帯（世帯主）宛に、氷見市から支給要件の確認事項が記載された「確認書」が
届きます。
（住民税非課税世帯へは２月末頃、均等割のみ課税世帯へは３月末頃の予定）

・「確認書」を記入し、必要書類等を添付して、子育て支援課の窓口へ直接提出または 郵送で
返送してください。

・審査の上、順次支給します。

・「確認書」や「申請書」は届きません。
・対象世帯に該当する場合は、「申請書」と必要書類等を子育て支援課の窓口へ直接または
郵送で提出してください。

・審査の上、要件を満たす方へ順次支給します。

提出期限

令和６年５月３１日（金）消印有効



支給対象世帯フローチャート 当チャートは一般的な事例を想定しています。

世帯全員が
令和５年度住民税
非課税

いいえ

世帯全員が
令和５年度住民税
均等割のみ課税

いいえ

対象外

世帯全員が
課税者から

扶養されている

はい はい 対象外

いいえ

基準日時点で対象児童（平
成１７年４月２日以降生ま
れ）を扶養している

はい

対象者と対象児童は同一世帯である

はい

いいえ

「申請書」の提出が必要です「確認書」の提出が必要です
（氷見市から「確認書」が届きます）

基準日以降に生まれた
新生児を扶養している

いいえ 対象外

はい

いいえ

基準日（令和５年１２月１日）時点で氷見市に住民登録がある

はい

いいえ 氷見市では対象外

令和５年度住民税
非課税の方と均等
割のみ課税の方だ
けで構成されてい
る世帯

いいえ

基準日に住民登録があった市町村に
お問い合わせください

お問い合わせ

給付金に関して、市などがATMの操作をお願いすることや受け取りのための手数料
等の振込をお願いすることはありません。

不審な電話や郵便があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連
絡ください。

「子育て世帯物価高対応重点支援給付金｣を装った“特殊詐欺”や
“個人情報の搾取”にご注意ください。!

氷見市子育て支援課 受付時間：8：30～17：15（平日のみ）
〒935-8686 氷見市鞍川1060番地 TEL：0766-74-8117

注意事項

・給付金の支給は対象児童１人につき１回となります。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正
の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

・租税条例により課税免除となっている世帯は対象外です。
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。

その他

・本給付金は、差押え等が禁止されています。
・本給付金は、全額非課税（課税対象外）となります。
・本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。

（「申請書」はホームページから
ダウンロードできます。）


